
第 82回国民スポーツ大会（信州やまなみ国スポ） 

デモンストレーションスポーツ募集要項 

 

信州やまなみ国スポ・全障スポ実行委員会事務局 

 

１ 趣旨 

第 82回国民スポーツ大会において、県民がスポーツの持つ楽しさや感動を享受

し、健康増進や体力向上への関心を高め、生涯を通じてスポーツに親しむ機会をよ

り多く設けることにより、地域スポーツの普及・振興を通して「スポーツを通じた

元気な長野県づくり」を進めるために、県民誰もが参加できるデモンストレーショ

ンスポーツ（以下「デモスポ」という。）の実施競技及び会場地市町村を募集する。 

 

２ 募集対象 

  原則、県内に居住する者を参加対象として、子どもから高齢者まで幅広い世代の

方が気軽に参加できる実施競技及び競技を行う会場地市町村を募集する。 

 

３ 募集期間 

第一～四次募集  終了しました 

第五次募集（最終募集） 

 〇冬季大会デモスポ開催希望競技 

          令和８年（2026年）１月５日（月） 

～令和８年（2026年）４月 30 日（木） 

      〇本大会デモスポ開催希望競技 

        令和８年（2026年）１月５日（月） 

                  ～令和８年（2026年）12月４日（金） 

 

４ 応募方法 

  市町村と競技団体（主管団体）が協議・合意した上で、市町村が「開催希望申請

書 （様式１：市町村作成）」に「競技団体調書（様式２：競技団体（主管団体）作

成）」を添えて、信州やまなみ国スポ・全障スポ実行委員会（以下「県実行委員会」

という。）事務局へ提出する。 

 

※要項および様式は以下のページ（ＵＲＬ）からダウンロードしてください。 

https://nagano2028.jp/information/post-1431 

 

５ 応募における留意点 

  「第 82回国民スポーツ大会デモンストレーションスポーツ実施基本方針」に基づ 

くものとし、以下の点に留意すること。 

(1) 正式競技、特別競技、公開競技の開催に支障のない日程・規模とする。 

(2) 競技運営の主管は、競技団体等とする。 

(3) 参加対象は、原則として県内に居住している者とする。 

 (4) 競技会の実施時期は、本大会については、当該開催年４月１日から閉会までと

し、冬季大会（雪上・氷上で実施される競技）は１月１日から閉会までとする。

総合開・閉会式当日は除く。なお、開催期間は１日を原則とする。 

 



 

６ 実施競技選択・会場地市町村選定までの流れ 

（1）県実行委員会は、市町村・県スポーツ協会・県レクリエーション協会等への説明 

及び募集の周知を行う。 

（2）市町村と競技団体において、開催実施に向けた協議を行う。（市町村から競技団 

  体へ開催を要望することも可能） 

(3) 市町村と競技団体で開催の合意後に、市町村は「開催希望申請書（様式１）」と

「競技団体調書（様式２）」を県実行委員会事務局へ提出する。 

(4) 県実行委員会事務局において提出書類の審査を行う。 

・必要に応じて、市町村及び競技団体へのヒアリングを実施する。 

・県スポーツ協会非加盟団体の競技の場合は、県実行委員会事務局が一括して県 

  スポーツ協会へ推薦依頼を申請する。 

(5) 県スポーツ協会で非加盟団体の推薦について審査し、結果を県実行委員会事務局 

に回答する。 

（6) 県実行委員会事務局は、市町村・競技団体から内諾書の受理後、競技運営専門委 

員会において実施競技選択及び競技会場地市町村選定候補の審議・承認を行う。 

(7) 常任委員会において実施競技選択及び競技会場地市町村選定の審議・内定を行

う。 

※会場地として選定された市町村及び競技団体は、開催に向けた準備を進める。 

【会場地選定までの流れ・フロー図】 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                            

 

 

７ 応募・問合せ先 

  〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下 692-2 

  信州やまなみ国スポ・全障スポ実行委員会事務局 競技運営課 

（長野県観光スポーツ部 国スポ・全障スポ大会局 競技運営課 競技係内） 

  槇原（まきはら） 

  ＴＥＬ：026-235-7283 

  E-mail：kyogi2028@pref.nagano.lg.jp 
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